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件 名 令和８年度　じん芥収集車購入

場 所 加東市社1番地1（現業詰所車庫）

物 品 番 号

制限付一般競争入札発注情報（物品等）

公 告 日 令和 8 年  7 月  1 日

特殊用途車両（じん芥収集車）購入　新車1台
・ディーゼル車（マニュアル）
・平成28年排出ガス規制適合
・平成27年度重量車燃費基準達成車
・荷箱容積5.7m3以上
・回転板式
・最大積載容量2,750kg以上

概 要

※詳しくは設計図書等を参照すること

納 入 期 限

制限付一般競争入札（事後審査型）入 札 方 式

開 札 日 時 場 所 令和 8年 7月23日(木) 10時00分 （予定）　加東市役所5階501会議室

入 札 日 時

最 低 制 限 価 格 無

入 札 保 証 金

契 約 保 証 金

免除

加東市契約規則第29条の規定による

前 払 金

部 分 払 金 等

加東市ホームページ（入札・契約情報）からダウンロードしてください設 計 図 書 等

令和 8年 7月21日(火)  9時00分　から　令和 8年 7月22日(水) 15時00分　まで　

令和10年 3月26日 まで

無

無

□公告日現在で「令和8年度加東市入札参加資格者名簿」に登録されていること入札参加条件

□地域要件なし地域要件

□公告日現在で加東市に「特殊用途車両」で物品登録している者対象ラン
ク等

□地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項の規定に基づく加東市の入札参加資格

基準による入札参加の資格制限に該当しないこと

その他

□入札参加申込期限日において加東市の指名停止基準に基づく指名停止を受けておらず、同基準に

基づく指名停止の措置要件に該当しないこと

□公告日現在で、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと

□加東市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成24年加東市条例第22号）第2条（第4号を除

く。）に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと

入札参加資格
確 認 資 料

申込期間 17 時 15 分 令和 8 年  7 月 10 日(金) まで

※制限付一般競争入札参加申込書に申込者名等を入力し電子入札システムにより送信すること

制 限 付 一 般 競 争 入 札
参 加 申 込 書

加東市ホームページ（入札・契約情報）からダウンロードしてください

□制限付一般競争入札参加申込書兼誓約書提出書類

に対する質問

入札日の前日までに、電子入札システムに登録されているE-mail（紙入札の場合は登録されているFAX
番号）あてに一斉回答

【送信後に必ずTEL（0795-43-0414）連絡のこと】

令和 8 年  7 月 16 日(木) 17 時 15 分 まで

質問書の受付はE-mail（nyusatsu@city.kato.lg.jp）のみ
※様式は加東市ホームページ（加東市一般（指名）競争入札関係【様式】）からダウンロードしてください

質問の
回答方法

質問の
受付期間

質問の
受付方法

設 計 図 書 等



そ の 他 □この公告に定めのないことについては、加東市契約規則及び加東市電子入札運用基準の規定による

□紙入札について

　加東市電子入札運用基準第11条の規定に基づき、紙入札による入札参加を希望する者は、入札参加申込期間内

に「紙入札承認申請書」、「入札参加資格確認資料(制限付一般競争入札参加申込書兼誓約書を含む。)」及び「長形

3号封筒（320円分の切手を貼付し、返信先を記入すること）」を加東市総務財政部管財課（加東市役所4階）まで提出

(持参のみ)してください。

□入札について

　入札金額は、必ず「税抜き」の金額としてください（紙入札の場合も同様）。

□積算内訳書について

　入札時に積算内訳書（任意様式）を提出してください。ただし、積算内訳書は、参考図書として提出を求めるもので

あり、その内容が入札金額を拘束するものではありません。

□同等品について

　設計書で定められている参考品以外で入札する場合は、質問の受付期間内に質問書により、同等品の事前確認を

行うこと（参考品が定められていない場合は不要）。

□債務負担行為に係る契約について

　本契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定に基づく債務負担行為としているものです。

　債務負担行為に係る各会計年度の支払限度額

　　令和8年度　（契約金額の約0％）

　　令和9年度　（契約金額の約100％）

　※なお、予算の都合により、変更することがあります。


